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１．市職員の名札表記について 

本市職員は名札を着用することが義務づけられています

が、中央病院スタッフは、写真付の苗字のみの名札、それ以

外の職員はフルネーム表記の名札となっています。フルネー

ム表記だとＳＮＳで検索をかけて個人の行動を特定されてし

まったり、庁舎外で面識のない方から「○○ちゃん」と呼び

かけられたりするなど、市職員が身の危険や不安を感じたり、

トラブルの増加が懸念されます。 

富士宮市では本年８月１日より原則苗字のみの記載に変更

しており、沼津市では幾つかのパターンはありますが苗字の

み記載、浜松市は2020年より平仮名の苗字のみの名札に変更、

静岡市は市立病院職員のみフルネームで、その他職員は苗字

のみです。本市の対応について、以下質問いたします。 

(1) ＳＮＳトラブルやカスタマーハラスメント、ストーカー

事案等職員からの具体的な相談事例について、把握してい

ますか。 

(2) (1)の事案や懸念に対し、どのような対策をしましたか。 

(3) 職員のプライバシー侵害対策やカスタマーハラスメント

対策の一環として、名札の表記変更等が必要と思うがいか

がですか。 

２．こども基本法に基づいた「こどもの居場所づくり」につい

て 

本年４月１日こども家庭庁が創設されると同時に、こども

基本法が施行されました。この法律には、全てのこどもや若

者が将来にわたって、幸せな生活ができる社会を実現するた

め、国・県・市が一丸となってこども施策を進めていくこと

が述べられています。 

こども基本法では18歳でも20歳でも心と体の発達の過程に

ある人を「こども」としており、このことは、それぞれの状

況や育ちに応じて、社会で幸せに暮らしていけるよう必要な

サポートが途切れないよう支えていくための基本となりま

す。 

この法律において掲げるこども施策の中に、大人になるま

で切れ目なく行われるこどもの健やかな成長のためのサポー

トの一つとして、こどもの居場所づくりが挙げられています。 

そこで、以下質問します。 

(1) 本市におけるこどもの居場所とはどのような所がありま

すか。また、今後増やしていく予定はありますか。 

(2) 小学校・中学校の空き教室、またはまちづくりセンター

の一角を利用し、こどもたちがほっとできるようなスペー

スが欲しいという声をよく聞きますが、今後つくる予定は

ありますか。 

(3) 18歳以上のこどもの居場所となる自立援助ホームやシェ

ルターなどの市内の設置状況はいかがですか。 

(4) 市内には遊具のない公園も多くあります。時には、地域
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２０ 佐藤 菊乃（５） の大人と一緒にいつもと違う遊びを体験できるような仕掛

け、例えば世田谷区や宇都宮市で実施しているプレイカー

（車に遊び道具を乗せて出向く遊びの出前事業）を設置す

るなど新しい試みの予定はありますか。 

３．年度後半の入園の現状と対策について 

政府は異次元の少子化対策の試案の中で、（仮称）こども誰

でも通園制度の創設を打ち出しています。 

これまでも育児休暇後の復職するタイミングを、保育園入

園に左右されてしまうケースが多く見られましたが、年度の

途中でも仕事を始めたい方、また、経済状況の急変などで、

予定より早く仕事復帰を望む方に加え、コロナ禍において閉

塞した毎日をこどもと過ごした保護者達は、レスパイト目的、

リフレッシュ目的、学びを目的として保育を求めています。 

在宅ワーク・起業など働き方も多様化してきました。従来

の４月入園の希望だけではなく、年度の途中からの入園希望

も増え続けています。 

そこで伺います。 

(1) 本市において保育園を利用したいが、実際に利用するこ

とができないこどもは、どのくらい存在しますか。 

(2) 入園希望がかなわない時期や希望理由に傾向はあります

か。 

(3) 希望どおり入園ができなかったこどもと保護者への対応

としてどのような対策をしていますか。 
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